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佐
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達

玄

曇
無
徳
部
の
律
蔵
で
あ
る
四
分
律
が
中
国
で
訳
出
さ
れ
た
の
は
、
弘

(1
)

始
十
二
年

(四
一
〇
)
よ
り
弘
始
十
四
年

(
四
一
二
)
、
即
ち
五
世
紀
の
初

頭
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
流
布
に
つ
い
て
道
宣
は
、
四
分
律
を
始
め
て

講
じ
た
の
は
、
北
魏
の
五
台
山
北
寺
の
法
聡

(四
六
四
ー
五
五
九
)
で
あ

り
、
そ
れ
は
四
分
律
の
訳
出
後
六
〇
余
年
を
経
過
し
た
元
魏
孝
文
帝

(2
)

(
四
七
一
ー
四
九
九
)
の
こ
ろ
で
あ

つ
た
と
伝
え
て
い
る
。

当
時

の
仏
教
界
は

一
般
に
僧
祇
律
に
関
心
が
集
ま
り
、
ま
ま
四
分
律

が
行
わ
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ

つ
た
か
ら
、
戒
体
は
僧
祇
律
に
基
づ
き

な
が
ら
も
、
戒
行
は
四
分
律
に
よ
る
と
い
う
変
則
的
な
も
の
で
あ

つ

た
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
改
め
る
た
め
に
、
法
聰
は
四
分
律
疏
の
綱
格
を

道
覆
に
口
授
し
た
。
道
覆
は
そ
れ
を
記
録
し
て
四
分
律
疏
六
巻
と
し
た

(
3
)

が
、
道
宣

は
そ
れ
は

「
但
長
科
、
至
二
於
義
挙
↓
未
レ
聞
二干
世
ご

と
い

つ
て
い
る
。
こ
の
四
分
律

の
系
統
は
法
聰
ー
道
覆
i
慧
光

へ
と
口
伝
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
慧
光
の
活
躍
し
た
こ
ろ
の
国
家

の
指
導
者
た

ち
は
、
出
家
者
の
戒
律
厳
守
の
生
活
を
強
く
要
望
し
た
と
き

で
ゐ
あ

り
、
慧
光

の
よ
う
に
行
学
両
面
に
通
じ
た
大
学
者
が
、
北
魏
か
ら
東
魏

に
至
る
仏
教

々
団
を
統
監
す
る
地
位
に
あ

つ
た
こ
と
が
、
四
分
律
発
展

の
上
に
大
き
な
力
と
な
つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
れ
の
死
後
、
中
央
の
僧
官
は
慧
光
門
下

の
法
上
以
下
多
数
の
英
才

に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
、
四
分
律
は
郷
都
の
大
覚

寺
や
、
相
州

(
河
南
省

臨
潭
)
の
定
国
寺
を
中
心
に
、
北
方
中
国

一
帯

に
急
速
に
伝
播
し
研
究

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
慧
光
門
下
の
代
表
に
四
分
律
疏
九
巻
を
著
わ
し
た

道
雲
や
、
道
雲
の
疏
九
巻
を
略
し
て
七
巻
と
し

た
道
暉
が
あ
り
、

ま
た

北
斉
鄭
都
の
曇
隠
は
、
律
学
に
関
し
て
は
郵
都

の
第

一
人
者
で
、
北
方

の
燕
趙
の
人
び
と
に
強
い
影
響
力
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

階
朝
の
西
京
大
興
善
寺
の
洪
遵
は
、
斉
王
の
と
き
に
断
事
沙
門
と
な
つ

て
教
団
の
浄
化
に
努
め
、
開
皇
十
六
年

(
五
九
六
)
に
講
律

の
衆
主
と
な

つ
て
四
分
律
を
講
じ
た
が
、
当
時
関
内
で
は
僧
紙
律
が
流
行
し
て
い
た

と
き
で
も
あ
る
か
ら
、
四
分
律
を
開
導
す
る
も

の
は
洪
遵
た
穿

一
人
と

い
う
状
態
で
、
聴
講
者
は
全
く
稀
で
あ

つ
た
。

し
か
し
洪
遵
の
講
律
活

動
に
よ
つ
て
、

つ
い
に
僧
舐
律
は
そ
の
地
位
を
四
分
律
に
譲
ら
ざ
る
を

え
な
く
な
つ
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
都

で
は
十
大
徳
に
選
ば
れ

四
分
律
宗

の
展
開
 
(
佐

藤
)
 

一
一
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四
分
律
宗

の
展
開
 
(
佐

藤
)
 

一
一
二

た
海
蔵

や
覚
朗
、
或
は
遠
く
四
川
省

の
始
州
に
お
い
て
四
分
律
を
講
じ

て
い
た
慧
主
は
、
州
内
の
律
主
と
し
て
道
俗
に
授
戒
し
、
伽
藍
二
十
ケ

寺
を
建
造
す
る
な
ど
大
活
躍
し
て
い
た
。

(
4
)

(5
)

さ
て
凝
然
の
律
宗
綱
要
巻
上
や
律
宗
墳
鑑
章
に
よ
る
と
、
四
分
律
の

研
究
は
階
末
唐
初
に
か
け
て
十
家
乃
至
二
十
家
も
あ

つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

見
解
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
凝
然
は
こ
れ
ら
の
研
究

家
を
大
別
し
て
、
「
四
分
律
義
分
三
二
宗
殉
相
部
宗

・
南
山
宗

・
東
塔

宗
。
三
宗
学
者
諄
論
不
レ息
。
」
と
い
つ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
相
部
宗

と
は
相
州
す
な
わ
ち
鄭
都

(河
南
省
彰
徳
府
)
の
日
光
寺
を
本
拠
と
し
、

唐

の
法
礪

(五
六
九
ー
六
一二
五
)
を
祖
と
す
る

一
派
を
さ
し
、
南
山
宗
と

は
陳
西
省
の
終
南
山
豊
徳
寺
を
本
拠
と
し
、
道
宣

(
五
九
六
ー
六
六
七
)

を
祖
と
す
る

一
派
を
さ
し
、
東
塔
宗
と
は
長
安

の
崇
福
寺
東
塔
に
住
し

た
懐
素
、
(
六
一二
四
ー
七
〇
七
)
を
祖
と
す
る

一
派
を
さ
す
。

こ
の
ほ
か
道

宣
も
続
高
僧
伝
の
諸
処
で
ふ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
井
州

(太
原
)
の
大

興
国
寺

の
法
願

(五
二
四
1
五
八
七
)
を
中
心
と
す
る
井
部
宗

一
派
の
活

躍
も
顕
著
で
あ
つ
た
。
凝
然
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
分
派
の
原
因
は
主

と
し
て
戒
体
論
に
あ
つ
た
と
い
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
(
1
)
五
縁
戒
体
説

を
唱
え
た
法
願
は

「
以
二
教
行

一為
レ宗
」
と
い
い
、
(
2
)
薩
婆
多
論

に
よ

り
色
法
戒
体
説
を
主
張
し
た
法
礪
は

「
止
善
為
レ宗
」
と
い
い
、
(
3
)
円

教
戒
体
説

を
唱
え
た
道
宣
は

「
浄
戒
為
レ
宗
」
と
い
い
、
(
4
)
倶
舎
論

に

よ
つ
て
色
法
戒
体
説
を
唱
え
た
懐
素
は

「戒
行

為
レ宗
」
と
い

つ
て
、

か
れ
ら

の
宗
義
の
根
本
的
立
場
を
こ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

い
ま
こ
れ
ら
四
宗

の
展
開
の
模
様
を

一
瞥

し
て
み
よ
う
。

一

相
部
宗

相
部
宗
の
祖
法
礪
は
、
始
め
相
州
の
演
空
寺
の
霊

祐
に
従
つ
て
出
家
し
、
受
具
の
の
ち
静
洪
か
ら

四
分
律
を
学
び
、
ま
た

山
西
省
大
同
県
の
恒
州
に
往

つ
て
慧
光
門
下
の
洪
淵
よ
り
律
を
学
ん
で

纏
奥
を
究
め
、
さ
ら
に
江
南
に
往
つ
て
十
諦
律

を
学
び
、
再
び
鄭
都
に

販
つ
て
道
俗
に
四
分
律
を
講
ず
る
こ
と
四
十
余
遍
に
及
ん
だ
と
い
つ
て

い
る
ゆ
か
れ
の
主
な
著
書
に
諸
説
を
折
衷
ル
た
四
分
律
疏
十
巻

・
凋
磨

疏
三
巻
が
あ
る
。
か
れ
の
門
下
に
は
高
宗

の
こ
ろ
に
活
躍
し
た
河
南
省

洛
州
の
明
導
や
、
東
都

(洛
陽
)
に
出
て
四
分
律

を
講
説

し
、
相
部
宗

を
黄
河
右
辺

一
帯
に
流
通
せ
し
め
た
曇
光
と
、
首
都
長
安
で
四
分
律
を

宣
揚
し
天
下
の
竜
象
悉
く
そ
の
門
に
集
ま
つ
た
と
い
う
道
成
が
い
る
。
`

道
成

の
門
か
ら
南
山
系
の
文
綱

(六
三
六
一
七
一
、一七
)
や
、
東
塔
宗
の
祖

懐
素
、
長
安
の
満
意
な
ど
が
輩
出
し
た
。
満
意

は
法
礪
か
ら
武
,
 
徳
の
末

(六
二
六
)
ご
ろ
四
分
律
疏
を
学
び
、
三
十
年
に
わ
た
つ
て
そ
れ
を
講
説

し
、
そ
の
学
を
長
安
観
音
寺
の
大
亮
に
伝
え
て
い
る
。
満
意
は
多
く
の

竜
象
を
打
出
し
た
が
、
と
く
に
嵩
山

(河
南
省
)
の
定
賓
は
、
開
元
年
中

(
七
一
二
ー
七
四
一
)
に
四
分
律
の
解
説
書

で
あ

る

「
四
分
律
飾
宗
義

記
」
を
著
わ
し
て
、
懐
素
の

「側
宗
記
」
を
斥
け
た
て
と
で
有
名
で
あ

る
。
凝
然
は
律
宗
慶
鑑
章
で

「西
塔
満
意
律

師
、
弘
二
相
部
律
嚇
門
葉

繁
多
、
互
論
二宗
旨
一」
と
い
い
、
続
い
て
十
六
人
の
弟
子
の
名
を
連
ね

て
い
る
が
、
そ
の
中
に
法
蔵
律
師
を
あ
げ
て
割
註
に

「
華
厳
香
象
」
と

記
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
大
亮

の
律
学

は
会
稽

-619-



の
曇

一

(六
九
二
ー
七
七

一
)
へ
と
伝
承
さ
れ
た
。
曇

一
は
漸
江
省

の
越

州
か
ら
呉
会

(江
蘇
省
呉
県
)
地
方
に
名
声
頗
る
高
く
、
そ
の
講
律
活
動

に
つ
い

て
宋
高
僧
伝
巻
十
四
は
、
「
講
二
四
分
律
三
十
五
遍
、
刷
補
紗
二

十
余
遍

一焉
。
江
潅
釈
子
受
二
木
叉
一者
、
非
二
一
登
7
壇
即
不
レ
為
レ
得
レ法
。

従
持
二僧
律
、
蓋
度
人
十
万
計
矣
。
」
と
い
つ
て
い
る
。
ま
た
伝
律
図
源

解
集
上
に
は
、
「
曇

一
門
人
継
連
繁
昌
。
荊
鶏
湛
然

・
清
涼

澄
観
、
並

学
二律
干
曇

一
殉

一
公
弘
二相
部
南
山
両
宗
四
分
律
法
。
於
二
事
砂
一造
二

発
正
記
ご

と
あ
る
が
、
曇

一
伝
に
は

「
発
正
記
中
斥
二破
南
山
。
持
犯

中
可
レ
見
也
。
」
と
い
つ
て
い
る
か
ら
、
表
面
的
に
は
相
部
南
山
両
宗
を

相
承
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
か
れ
は
発
正
記
に
よ
つ
て
相
部
宗

を
挙
揚
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た

曇

一
の
弟

子
の
中
に
天
台
宗
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
荊
渓
湛
然
や
、
華

厳
宗
第
四
祖
の
澄
観
の
名
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
天
台
宗
華
厳
宗
に
も

相
部
宗
の
律
学
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
曇

一
の

門
下
は
三
千
と
い
わ
れ
る
が
、
か
れ
ら
が
活
躍
し
た
主
要
な
地
域
と
し

て
は
、
漸
江
省
の
越
州

・
湖
州

・
杭
州

・
台
州
、
安
徽
省
の
宣
州
、
江

蘇
省
の
蘇
州

・
潤
州

・
常
州
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

い
ま
相
部
宗

の
曇

一
を
下
限
と
し
て
、
諸
律
師
の
活
動
地
域
に
基
づ

い
て
、
相
部
律
が
流
布
し
た
大
勢
を
示
せ
ば
つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
。
郷

都
す
な
わ
ち
河
南
省
彰
徳
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
教
線
は
北
上
し
て
山

西
省
北
端

の
都
市
大
同
ま
で
進
出
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
河
川
に
沿
つ

て
南
下
し
、
太
原

・
石
州
の
地
ま
で
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
黄
河
流
域

の
河
南
省
で
は
、
開
封
か
ら
西
方

へ
向

つ
て
嵩
山

・
洛
陽

・
宜
陽
、
陳

西
省
の
長
安
か
ら
西
方
の
岐
州
に
及
ん
で
い
る
。
中
部

一
帯
と
し
て
は

江
蘇
省
の
蘇
州
か
ら
運
河
沿
い
に
北
西
に
進
ん
で
常
州

・
潤
州

へ
と
進

出
し
、
揚
子
江
を
遡

つ
て
建
康
を
中
心
と
し
た
揚
子
江
の
沿
岸
地
帯
、

ま
た
漸
江
省

で
は
杭
州
か
ら
会
稽
を
結
ぶ
路
線

の

一
帯

へ
進
出
し
て
い

る
。
ま
た
他
の
教
線
は
揚
子
江
沿
い
に
湖
北
省
の
江
陵
・当
陽
の
二
都
市

を
結
ん
だ
地
域
周
辺
に
隆
盛
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
 
南
山
宗

南
山
宗
は
陳
西
省
の
長
安
南
方
の
終
南
山
を
起
点

と
し
て
展
開
し
た
。
道
宣
の
教
学
は
、
唐
の
高
宗
の
武
徳

四
年

(
六
二

一
)
に
長
安
の
弘
福
寺
に
お
い
て
、
四
分
律
に
通

じ
て
い
た
智
首
律
師

に
就
い
て
律
を
学
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
智
首
は
五
部
区
分
砂
を
著
わ

し
、
各
部

の
異
同
を
比
較
し
て
四
分
受
体
の
説
を
打
ち
立
て
た
が
、

こ

れ
は
慧
光
門
下
道
雲

の
疏
九
巻
本
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
さ
ら
に
詳
説

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
律
苑
僧
宝
伝
巻
四
に
よ
る
と
、
智
首
の
門
下

は
多
い
が
、
道
宣
の
ほ
か
に
四
分
律
の
疏
二
十
巻
を
著
わ
し
、
四
十
遍

も
講
じ
た
と
い
う
普
光
寺
の
慧
満
、
ま
た
は
荘
厳
寺
の
智
興
、
或
は
益

部
の
衆
望
を
集
め
て
い
た
益
州
福
勝
寺

の
道
興

な
ど
は
と
く
に
有
名
で

あ
る
。
ま
た
律
宗
慶
鑑
章
に
よ
る
と
、
智
首
に

は
四
分
律
討
要
の
著
者

玄
揮
と
、
行
事
砂
の
著
者
道
宣
の
二
哲
が
い
た
と
あ
る
。
討
要
は
序
に

よ
る
と
、
四
分
律
を
主
と
し
て
足
ら
な
い
と
こ
ろ
は
諸
部
を
採
る
と
い

い
、
そ
の
所
説
は
大
乗
的
で
道
宣
の
立
場
と
同

一
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
四
分
律
の
解
釈
が
智
首
学
派
の
特
色
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
分
律
宗

の
展
開
 
(
佐

藤
)
 

一
一
三
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四
分
律
宗

の
展
開
 
(
佐

藤
)
 

一
一
四

(
6
)

道
宣
は
智
額
律
師
や
智
首
か
ら
律
を
学
び
、
律
の
解
釈
を
め
ぐ

つ
て

出
来
う
る
限
り
正
確
を
期
そ
う
と
し
て
各
地
の
大
徳
を
訪
ね
、
貞
観
二

十
年

(六
四
六
)
に
終
南
山
に
隠
遁
す
る
ま
で
、
律
に
対
す
る
研
究
心
は

衰
え
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
宋
高
僧
伝
巻
十
四
、
道
宣
伝
に
は
道
宣

の

「
受
法
伝
教
弟
子
可
二
千
百
人
殉
其
親
度
日
二大
慈
律
師
殉
授
法
者
文

綱
等
。
」

と
あ
る
が
、
弟
子
中
に
僧
伝
に
独
立
の
伝
が
あ
る

の
は
文
綱

(六
三
六
ー
七
二
七
)
と
、
こ
れ
に
附
記
し
て
あ
る
溝
州

(山
東
省
)
の
名

恪
と
、
安
州

(河
北
省
)
十
力
寺
秀
律
師
、
京
師
崇
聖
寺
霊
響
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
伝
に
よ
る
と
、
文
綱
は
南
山
系
の
学
者
で
あ
る

が
、
宋
高
僧
伝
巻
十
四
や
律
苑
僧
宝
伝
巻
五
に
よ
る
と
、
か
れ
は
法
礪

の
相
部
宗
の
正
系

で
あ
る
道
成
律
師
か
ら
律
を
学
ん
で
い
て
、
道
宣
に

就
い
た
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
文
綱

の
弟
子
中

で
有
名
な
者

は
、
潅
南

(江
蘇
省
)
の
道
岸

(
六
五
四
ー
七
一
七
)
で
、
道
岸
伝
に

は

「
以
下
江
表
多
行
二
十
諦
律
嚇
東
南
僧
堅
執

岡
レ
知
中
四
分
加
岸
請
二
帝
墨

勅
、
執
二
行
南
山
律
宗
殉
伊
宗
盛
二干
江
准
間
一者
岸
之
力
也
。
」
と
い
つ
て

い
る
。

か
れ
は
中
宗
の
受
戒
の
師
で
も
あ
り
、
帝
室

一
門

の
供
養
を
う

け
、
洛
陽
長
安

の
諸
寺
を
管
理
し
た
り
、
光
州

(河
南
省
)
か
ら
会
稽

一

帯
に
足
跡
を
残
し
て
い
る
。

ま
た
道
岸
の
弟
子
の
越
州
法
華
山
寺
玄
撮

(六
七
五
-
七
四
二
)
は
法
華
寺
に
戒
壇
を
設
け
、
広
陵

(江
蘇
省
)
か
ら

信
安

(漸
江
省
)
に
至
る
地
方
千
里
の
間
、
道
俗
の
受
法
す
る
も
の
万
人

を
越
す
盛
況
ぶ
り
で
あ
り
、
政
府
の
高
官
た
ち
も
同
郷

の
よ
し
み
か
ら

法
朋
の
契
を
結
び
、
道
俗
の
間
に
強
い
信
仰
心
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

ま
た
前
述

の
大
慈
律
師
の
伝
は
高
僧
伝
に
は
み
え
な
い
が
、
律
苑
僧

宝
伝
巻
五
に
は
唐
西
明
寺
大
慈
律
師
伝
と
し
て

「師
嘗
撰
二事

砂
記

如

干
巻
、
自
二李
唐
一至
二
趙
朱
、

有
下
解
二事
砂
一者

凡
六
十
家
加
師
其
始

也
。
」
と
い
つ
て
、
六
十
人
に
及
ぶ
行
事
砂
の
註
解
者
の
始

め

で
あ

る

と
い
つ
て
い
る
。
行
事
鋤
の
註
解
者
と
し
て
慶
鑑
章
は

「唐
朝
己
来
六

十

一
家
」
あ
り
と
し
、
道
宣

の
戒
学
は
こ
れ
ら

の
人
び
と
に
よ
つ
て
、

長
安
よ
り
楊
州

(
江
蘇
省
)
・
湖
州

(漸
江
省
)
・
荊
州

(湖
北
省
)
と
い
う

よ
う
に
、
中
国
の
南
北
各
地
に
流
布
し
て
い
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
南
山
律
の
流
布
史
上
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
堕
真

(
六

八
八
ー
七
六
三
)
が
い
る
。
か
れ
は
と
く
に
道
宣

の
行
事
鋤

・
注
凋
磨

・

量
処
軽
重
義

の
研
究
に
専
念
し
、
併
せ
て
法
礪

の
四
分
律
疏
も
手
が
け

て
い
る
。
授
戒
の
弟
子
は
四
万
人
に
及
び
、
そ

の
門
下
生
は
楊
州
や
長

安

・
洛
陽
か
ら
江
南
各
地
の
主
要
都
市
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
活
躍
し

て
い
る
か
ら
、
か
れ
ら
の
活
動
に
よ
つ
て
四
分
律
が
中
国
全
域
に
普
及

し
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

終
南
山
よ
り
発
し
た
南
山
律
宗
の
教
線
は
、
長
安
以
西
で
は
黄
河
上

流
の
陳
西
省
鳳
翔
県
の
南
に
あ
る
岐
州
に
至
つ
て
お
り
、
東
北
地
域
で

は
黄
河
支
流
を
北
上
し
て
山
西

・
陳
西
の
省
境

の
東
方
限
州
に
及
び
、

中
部
地
域
で
は
江
蘇
省
の
江
都
よ
り
運
河
を
東
方
に
下

つ
た
蘇
州

へ
、

さ
ら
に
南
下
し
て
漸
江
省
の
湖
州

・
杭
州

・
越
州
の
地
に
盛
行
し
、
そ

こ
よ
り
銭
塘
江
を
遡
つ
て
漸
江
省
の
中
央
部
の
婆
州

へ
と
、
江
南
の
穀
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倉
地
帯

の
文
化
都
市
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
他
方
、
揚
子
江

を
遡

つ
て
湖
北
省
の
剋
州
に
根
拠
を
構
え
た
教
団
は
、
さ
ら
に
中
国
奥

地
四
川
省

の
蜀
川
に
及
び
、
い
わ
ゆ
る

「益
部
」
と
よ
ぶ
ほ
ど
の
強
力

な
宗
団
を
形
成
し
て
い
る
。
宋
高
僧
伝
巻
十
五
如
浄
伝
に
は
、
こ
う
し

た
南
山
宗

の
盛
行
に
つ
い
て
、
「
貞
観
己
来
、
三
輔

(陳
西
)
・
江
准

(江

南
)
・
眠
蜀

(
四
川
)
多
伝
二
習
之
ご

と
伝
え
て
い
る
。

三

東
塔
宗

東
塔
宗

の
祖
懐
素

(
六
一二
四
ー
七
〇
七
)
は
貞
観
十

九
年

(六
四
五
)
玄
婁
が
西
域
よ
り
販
国
し
た
際
、
か
れ
に
師
事
し
て
経

論
を
学

び
、
受
具
の
後
は
五
律

の
宗
師
と
い
わ
れ
た
法
礪
に
就
い
て
専

ら
律
を
学
び
、
或
は
道
成

・
道
宣
等

の
説
を
聞
き
、
行
事
砂
や
四
分
律

疏
を
学
ん
だ
が
、
そ
れ
ら
の
説
が
十
分
に
意
を
尽
し
て
い
な
い
の
を
な

げ
き
、
諸
説
を
緯
綴
し
て
高
宗
の
永
淳
元
年

(六
八
二
)
に

「
四
分
律
開

宗
記
」
十
巻
を
著
わ
し
た
。
こ
の
中
で
か
れ
は
、
法
礪
の
古
疏
の
十
六

失
を
指
摘
批
判
し
て
自
己
の
学
説
を
確
立
し
、
そ
れ
を
新
章
と
い
つ
て

い
る
。
東
塔
宗
は
事
実
上
こ
の
と
き
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
い
つ
て
よ

か
ろ
う
。

伝
律
図
源
集
解
上
に
よ
る
と
、
懐
素
に
は
法
頂

・
義
嵩

・
如
浄

・
澄

楚
の
四
人

の
弟
子
が
い
た
と
い
う

が
、
法
頂
は
法
慎

(六
六
六
ー
七
四

八
)
の
誤
り
で
、
こ
の
法
慎
以
外
は
史
料

の
上
か
ら
み
る
限
り
、
懐
素

の
弟
子
で
あ
つ
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
た
だ
学

系
が
同
じ
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ

つ
た
と
思
う
。
楊
州
竜
興
寺

の
法

慎
は
朝
廷

の
高
官
た
ち
と
交
際
が
厚
く
、
「
縞
素
弟
子
、
北
距
二洒
沢
嚇

南
鍮
二嶺
微
ゆ
望
実
者
千
族
。
会
レ葬
者
万
人
。
」

と
い
わ
れ
る
。

か
れ

の
上
足
と
し
て
会
稽
の
曇

一
・
閾
の
懐

一
・
南
康
の
崇
叡

・
晋
陵

の
義

宣

・
銭
塘
課
山
寺
の
慧
鷺
、
洛
京
の
法
喩

・
崇
元
、
潤
州
鶴
林
寺

の
法

礪
∵

法
海
、
維
揚
の
恵
凝

・
明
幽

・
霊
祐

・
霊

V
等
が
知
名
で
あ
る
。

い
ま
懐
素
や
そ
の
弟
子
及
び
学
系
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
活
動
地
域

と
し
て
は
、
長
安
の
崇
福
寺
を
起
点
と
し
て
、
黄
河
流
域
を
下
つ
た
洛

陽

の
二
都
市
が
北
部
地
域
の
中
心
地
と
し
て
栄

え
て
い
る
。
中
部
で
は

江
蘇
省

の
揚
子
江
を
は
さ
ん
だ
楊
州
と
対
岸

の
鎮
江
、

さ
ら
に
運
河
を

東
方
に
下

つ
た
武
進

へ
と
進
出
し
、
そ
の
教
線

は
漸
江
省

へ
と
南
下
し

て
、
余
杭
か
ら
会
稽
の
間
に
栄
え
、
さ
ら
に
南
方
の
福
建
省
閾
川
流
域

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
揚
子
江
を
遡
つ
た
他
の
勢
力
は
、
四
川
省

成
都
の
宝
園
寺
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。

四

井
部
宗

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
凝
然
は
上
述
の
三
宗
の
対

立
諄
論
が
激
し
か

つ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
三
宗
以
外
に
山
西
省

の
井
州
に
井
部
師
が
存
在
し
た
こ
と
を
道
宣
自
身
も
認
め
て
い
る
し
、

ま
た
懐
素
も
そ
の
著

「僧
鵜
磨
」
の
序
に
お
い
て
、
法
願
律
師
の
下
に

「
井
沿
盛
行
」
と
い
う
か
ら
、
井
部
宗
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
続
高
僧
伝
巻
二
十

一
の
法
願
伝
に
よ
る

と
、
法
願

(五
二

三
-
五
六
一
)
は
西
河

(
山
西
省
扮
州
府
)
の
出
身

で
、
元
照

は
行
事

砂

資
持
記
上
に
お
い
て

「道
雲
擁
坑
罷
・
道
暉
額
七
・
法
願

趾
陀
獅
並
。」
と
い

つ
て
、
慧
光
か
ら
直
接
受
法
し
た
と
み
て
い
る
。

か
れ
は
四
部
の
律
本

か
ら
義
疏
を
作

つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
を
研

究

し
、
「
得
レ立
二破
衆

四
分
律
宗

の
展
開
 
(
佐

藤
)
 

一
一
五
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四
分
律
宗

の
展
開
 
(
佐

藤

)
 

一
一
六

家
、
百
有
余
計
、
並
莫
三敢
当
二
其
鋒
鋭
一也
。
」
と
い
つ
て
、
道
宣
は
か

れ
の
学
識
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

当
時
法
願
は
律
虎
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
律
の
権
威
者
で
、
著
書
と
し

て
は
四
分
律
疏
十
巻

・
是
非
鋤
二
巻
が
あ
り
、
盛
ん
に
依
用
さ
れ
た
と

伝
え
て
い
る
。
嗣
法
の
弟
子
と
し
て
は
道
行

・
道
寵
が
有
名
で
、
道
行

は
八
十
歳
の
高
齢
で
あ
り
な
が
ら
も
、
法
願
の
学
説
に
基
づ
い
て
門
弟

を
導
き
、
道
寵
も
解
行
双
運
の
人
で
あ
つ
た
と
伝
え
て
い
る
。

法
願
や
弟
子
た
ち
の
伝
道
に
よ
り
、
法
願
の
死
後
か
ら
懐
素
当
時
に

至
る
百
余
年
の
間
は
、
井
部
宗
の
学
統
は
伝
承
さ
れ
て
、
山
西
省
の
西

北
部
の
黄
河
支
流
の
井
州
と
溌
州
を
中
心
と
す
る
間
に
展
開
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
四
分
律
の
各
宗
が
そ
れ
ぞ
れ
各
地
で
盛
行
し

て
い
た
代
宗
の
大
暦
年
中

(七
六
六
-
七
七
九
)
に
、
法
礪
の
旧
疏
派
と

懐
素
の
新
疏
派
と
の
論
争
が
表
面
化
し
、
教
団
の
指
導
層
の
間
で
は
容

易
に
解
決

で
き
ず
、

つ
い
に
代
宗
は
帝
王
の
権
威
を
も
つ
て
両
派
の
融

和
を
計
り
、
大
暦
十
三
年

(七
七
八
)
に

「
四
分
律
旧
疏
新
疏
、
宜
レ令
下

臨
壇
大
徳
如
浄
等
於
二
安
国
寺
律
院

哨
倉
二定

一
本
一流
行
卸」
と
勅
命
を

下
し
た
。

こ
こ
に
お
い
て
相
部

・
南
山

・
東
塔
の
三
宗

の
律
匠
十
四
人

が
集
ま

つ
て
倉
議
し
た
結
果
、
新
旧
両
派
の
長
所
を
採

つ
て

「新
余
定

四
分
律
疏
」
十
巻
を
制
定
し
た
が
、

こ
の
編
集
は
中
唐
時
代
に
お
け
る

律
宗
の
画
期
的
な
大
事
業
で
あ
つ
た
。
し
か
し
仏
教
界
に
は
ま
だ
こ
れ

に
不
満
を
抱
く
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
、
建
中
二
年

(七
八
一
)
に
如
浄

が
宗
主
と
な
つ
て
、
新
旧
二
家
を
判
定
し
た
結
果
、
学
者
の
好
む
と
こ

ろ
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

僧
伝
が

「
二
疏
並
行
浄

之
力
也
」
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
南
山
宗
や
井
部
宗
は
こ
の
論
争
に

は
無
関
係
で
あ
つ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
宋
代
の
仏
教
史
家
賛

寧
も

「至
レ
今
東
京

(開
封
)
三
宗
並
盛
。
」
と
い
つ
て
、
三
宗

の
存
在

は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
井
部
宗
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
い
な

い
か

ら
、
賛
寧
の
こ
ろ
に
は
井
部
宗
は
よ
き
後
継
者
が
な
く
て
、
教
団
か
ら

姿
を
没
す
る
に
至
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
後
に
南
山
律
宗
が
中
国
仏
教
の
戒
学
を
独
占
し
え
た
の
も
、
道

宣
に
よ
つ
て
従
来
の
研
究
や
行
事
が
整
理
統

一
さ
れ
、
大
乗
学
者
の
戒

律
に
対
す
る
誤
っ
た
戒
律
観
を
是
正
し
、
戒
律

を
重
視
す
る
も
の
こ
そ

真

の
大
乗
学
者
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
立
場
を
確
立
し
た
と
こ
ろ
に
、

四
分
律
を
し
て
大
乗
戒
経
の
首
位
を
占
め
る
梵
網
戒
経
と
対
等
の
地
位

を
与
え
よ
う
と
し
た
、
道
宣
の
戒
観
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
 
平
川
彰

律
蔵
の
研
究
一
三
四
頁
。

2
 
大
正
蔵
五
〇

・
六
二
c
。

3
 
同

上
。

4
 
同

七
四
・
一
一
c
。

5
 
大
日
本
仏
教
全
書
二
八
頁
。

6
 
続
高
僧
伝
巻
十
四
は
、
唐
京
師
崇
義
寺
釈
慧
額
と
す
。
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